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記載 繰越 検算 入力 校正

V/(その1)

(ふりがな)

と 政 治 団 体 の 名

2 主たる事務所の所在地

3代 表 者 の 氏 名

4 会計 責任 者 の氏名

事務担当者の氏名

収 支 報 告 書

屹解
けと労カザ″儲ギ

独

イ

(電話)

(電話)

(電話)

ど

※報告対象年の途中で資金管理団体の

指定。取消をした場合のみ記入
※報告対象年の途中で国会議員関係政

治団体の指定 。取消をした場合のみ

記入

1

令和 年分
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政治団体の区分
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そ

そ

□
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□

党

部

体

政

政

政
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ロ

治資金規正法第18条の2第 1項

規 定 に よ る 政 治 団 体

の 他 の 政 治 団 体

の他 の政 治 団 体 の 支 部

の 支党

金治 資 団

活動区域の

口 2以上の都道府県の区城等 同一の都道府県の区域内

国会議員関係政治団体の区分

□ 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第 1号に係る国会議員関係政治団体

国 政治資金規正法第19条の 7第 1項
第2号に係る国会議員関係政治団体

公職の候補者

の 氏  名
公職の種類

資金管理団体の指定の有無

□ 有
公職 の種類

資金管理団体

の届出をした

者 の 氏 名

「

無

資金管理団体の指定の期間

和

和

令

令

年

年

月

月

日から

日まで

国会議員関係政治団体に関する

特例の適用期間

和

和

令

令

年

年

月

月

日から

日まで
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/ _デ iダ ′:′ ク
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(前 年 か らの 燥 描 傾 )

猪 βθ / ′ /(本 年 の 収 入 額 )
ク / / 子 子 ,支 出 韓 狙

プ/ ガ 質 ′ 歩二 年 へ の 構 出 甑

(その2)

と 収支の構絹歳
収 支 の 状 況

(注)。 r(曲零お・ら は前年の報告書を強Bのうえ籠載してくだきと、

(注)。「員儀〕は搬 離 金費を油入した嘉人員t曲 してくださを、

《濾)・ rてぅち特舗 附〉〕は『働八からの寄贈〕の内書t盟儀してくださしヽ
・ T(書附のうち寄‖のあ・●せんにようもの)IB点『小計との内書を

“

嶺してくださし、

2 収入項目浄燈傾の内潔

″

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額
情 百万

炭 / ダ カ フ ノ

員 独 r ′

似 寄 附

ア 寄附 (イ を除く。)の区分 金 領 備 考

(7)信 人 か ら の 寄 附
i導 Eη r 円

(イ)携人その他の団体からの書附

(,〕 政 治 団 体 か ら の 等 附

小 幹  (7)+ (1)+ (ウ )

イ 政 党 臣 名 寄 附

合 計  (ア キ イ ) フ



(その 5)

(5' 本部又は支部から供与された交付金に係る収入

交付金を供与した本部又は支部の名称 額金 年 月 日 主たる事務所の所在地 備  考
十億 百万
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(その13)

3 支出項目別金額の内駅

(1)支出の構悟歳

項 目 金 傾 備 考

1 経

(1, 人

常 糧 費

費件

1■ 百 7
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'

守
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機 水 費
lal樹 品・ 消 耗 品 費

修l事 務 所 費

′】ヽ 計 す ど ′ ′ 多

2 政 治 活 軸 貴

lil担 腕 活 働 費 ′ π〆F ごゴ
121避 拳 関 係 貴

(3 -の 発行その他の事彙費 アーエの計

“

)宙 査 研 究 費
la寄 附 交 付 金

161そ の 他 の 経 費

′Jヽ ‖ ′ ″ / F F ♂
合 計 女 / / で ご夕

(倒  ・と演磯拍団体の本部又は支悔に対して供与した真付金に係る女出については、項目ごとに領 を r伯寄』編に出載してくださと、
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この様式は政治活動費用です。

(その15)

〆国会議員関係政治団体は 1件当たり1万円以下の支出を一緒して計上してください。

●それ以外の政治団体は1件当たり5万円未満の支出を一括して計上してください。

＼
←同項目の記載が数ページにわたる場合は、最終ページにのみ記載してください。

。国会議員関係政治団体は1件当たり1万円を超える支出について、その明細を「支出の目的J福等に記載し、領収書等の写しを添付してください。
。それ以外の政治団体は 1件当たり5万円以上の支出について、その明細を「支出の目的」編等に記載し、領収書等の写しを添付してください。

俗}政治活動費の内訳 項 目 別 区 分 疹 ( )
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)

(その17)

1 資産等の総括表
資 産 等 の 状 況

資 産 等 の 有 無

資 産 等 の 項 目 別 区 分 有 無 備   考

ア 土 地 □ ビ

イ 建 物 □ ビ

ウ 建 物 の 所 有 を 目的 とす る地 上 権 又 は 土 地 の 貸 借 権 回 ご

工 取 得 の 価 額 が 100万 円 を 超 え る 動 産 』

オ寮
金 (普 通 預 金 及 び 当 座 預 金 を 除 く。)

は 貯 金 (普 通 貯 金 を 除 く。 )
ビ

力 金 銭 信 託 回 ゴ

キ 有 価 証 券 回

ク 出 資 に よ る 権    利 図

ケ 貸 付 先 ご と の 残 高 が 100万 円 を 超 え る 貸 付 金 ピ

コ 支 払 わ れ た 金 額 が 100万 円 を 超 え る 敷 金 □ 団

サ 取得の価額が 100万 円を超 える施設 の利用に関す る権利 [」

シ 借 入 先 ご と の 残 高 が 100万 円 を 超 え る 借 入 金 □ ゴ
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(その20) 宣 書誓

添付書類 (別 添の とお り)                           虫

1 領収書等の写 し

2 監査意見書 (政 党本部及び政治資金団体 に限る。)

3 政治資金監査報告書 (国 会鶴員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法 に従つて作成 した ものであつて、真実に相遵あ りません。

令和 π年/月 /ど
ン日

政治団体の名称椴
“
朋陸之立υワ瘍戸

会計責任者の氏名 Z ″

(代表者は、解散した年の収支報告書にのみ配載 )

代 表 者 の 氏 名

(備 考 )

0「

を、そ

本人確認書類の提示又は提出が必要となります。

し 会計責任者本人が提出する

を証する書画及び

□『代残者の氏名J幅は～解散した場合にのみ寵載してください。(署名又は肥名押印等が必要です。)
。国会議員関係政治団体は政治資金監査報告書の添付が必要です。

船


